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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化映像信号および符号化音声信号を含むストリーム信号をストリーム生成装置から
受信して前記ストリーム信号から前記符号化映像信号と前記符号化音声信号とを分離する
分離手段と、
　前記符号化映像信号を復号して当該復号された映像信号を映像出力装置に出力する映像
信号復号手段と、
　前記符号化音声信号を復号して当該復号された音声信号を前記映像出力装置に出力する
音声信号復号手段と、
　前記映像出力装置から返送された音声信号と前記音声信号復号手段によって復号された
前記音声信号との時間上の差分を映像処理時間として測定して当該映像処理時間からこの
再生装置における音声信号処理時間を差し引いた時間分、前記音声信号を遅延させた後に
当該音声信号を音声出力装置に供給する音声信号処理手段と
を具備する再生装置。
【請求項２】
　前記映像出力装置との間に接続されたデータ信号線路を介して受信した差動信号から前
記ストリーム信号を抽出する第１の受信手段と、
　前記データ信号線路を介して受信した同相信号から前記返送された音声信号を抽出する
第２の受信手段と
をさらに具備する請求項１記載の再生装置。
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【請求項３】
　前記データ信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびホットプラ
グ検出ラインであることを特徴とする請求項２記載の再生装置。
【請求項４】
　符号化映像信号および符号化音声信号を含むストリーム信号を表示装置から受信して前
記ストリーム信号から前記符号化映像信号と前記符号化音声信号とを分離する分離手段と
、前記符号化映像信号を復号して当該復号された映像信号を前記表示装置に出力する映像
信号復号手段と、前記符号化音声信号を復号して当該復号された音声信号を前記表示装置
に出力する音声信号復号手段と、前記表示装置から返送された音声信号と前記音声信号復
号手段によって復号された前記音声信号との時間上の差分を映像処理時間として測定して
当該映像処理時間からこの再生装置における音声信号処理時間を差し引いた時間分、前記
音声信号を遅延させた後に当該音声信号を音声出力装置に供給する音声信号処理手段とを
備える再生装置と接続可能な表示装置であって、
　前記ストリーム信号を生成するストリーム信号生成手段と、
　前記再生装置との間の接続状態に関する接続情報を管理する接続情報管理手段と、
　前記接続情報に基づいて前記ストリーム信号を復号する前記再生装置が接続されている
か否かを判断して前記再生装置が接続されている場合には当該再生装置に前記ストリーム
信号を出力するよう切り替えるストリーム信号切替手段と、
　前記再生装置によって復号された映像信号を受信して表示手段に表示させる表示制御手
段と、
　前記再生装置によって復号された音声信号を受信して、前記再生装置によって復号され
た映像信号が前記表示手段に表示されるタイミングで前記映像信号に対応する音声信号を
前記再生装置に返送する音声信号返送手段と
を具備する表示装置。
【請求項５】
　前記再生装置との間に接続されたデータ信号線路を介して前記ストリーム信号を差動信
号として前記再生装置へ送信する第１の送信手段と、
　前記音声信号返送手段により返送される音声信号を同相信号として前記データ信号線路
に重畳して前記再生装置に送信する第２の送信手段と
をさらに具備する請求項４記載の表示装置。
【請求項６】
　前記データ信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびホットプラ
グ検出ラインである請求項５記載の表示装置。
【請求項７】
　符号化映像信号および符号化音声信号を含むストリーム信号をストリーム生成装置から
受信する受信手順と、
　前記ストリーム信号から前記符号化映像信号と前記符号化音声信号とを分離する分離手
順と、
　前記符号化映像信号を復号して当該復号された映像信号を映像出力装置に出力する映像
信号復号手順と、
　前記符号化音声信号を復号して当該復号された音声信号を前記映像出力装置に出力する
音声信号復号手順と、
　前記映像出力装置から返送された音声信号と前記音声信号復号手順において復号された
前記音声信号との時間上の差分を映像処理時間として測定して当該映像処理時間から再生
装置における音声信号処理時間を差し引いた時間分、前記音声信号を遅延させた後に当該
音声信号を音声出力装置に供給する音声信号遅延手順と
を具備する再生方法。
【請求項８】
　符号化映像信号および符号化音声信号を含むストリーム信号を表示装置から受信して前
記ストリーム信号から前記符号化映像信号と前記符号化音声信号とを分離する分離手段と
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、前記符号化映像信号を復号して当該復号された映像信号を前記表示装置に出力する映像
信号復号手段と、前記符号化音声信号を復号して当該復号された音声信号を前記表示装置
に出力する音声信号復号手段と、前記表示装置から返送された音声信号と前記音声信号復
号手段によって復号された前記音声信号との時間上の差分を映像処理時間として測定して
当該映像処理時間からこの再生装置における音声信号処理時間を差し引いた時間分、前記
音声信号を遅延させた後に当該音声信号を音声出力装置に供給する音声信号処理手段とを
備える再生装置と接続可能な表示装置において、
　前記ストリーム信号を生成するストリーム信号生成手順と、
　前記再生装置との間の接続状態に関する接続情報に基づいて前記ストリーム信号を復号
する前記再生装置が接続されているか否かを判断する判断手順と、
　前記再生装置が接続されている場合には前記表示制御手段における前記映像信号の処理
に要する時間を映像処理時間として前記再生装置に供給する映像処理時間供給手順と、
　前記再生装置が接続されている場合には当該再生装置に前記ストリーム信号を出力する
よう切り替えるストリーム信号切替手順と、
　前記再生装置によって復号された映像信号を受信して表示手段に表示させる表示制御手
順と、
　前記再生装置によって復号された音声信号を受信して、前記再生装置によって復号され
た映像信号が前記表示手段に表示されるタイミングで前記映像信号に対応する音声信号を
前記再生装置に返送する音声信号返送手順と
を具備する表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生装置および表示装置に関し、特に音声信号や映像信号などのデジタル信
号を再生出力する再生装置、表示装置、および、これらにおける処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音声信号や映像信号などのデジタル信号を扱うＡＶ（Audio/Visual）機器が普及
するにつれて、これらＡＶ機器間においてデジタル信号を伝送するためのインターフェー
スとして様々な方式のものが提案されている。このようなインターフェースとしては、例
えば、ＩＥＥＥ（Institute of Electrical and Electronics Engineers）１３９４規格
や、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）規格（ＨＤＭＩは登録商標）な
どが広く知られている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　このようなインターフェースによりＡＶ機器を接続する場合、テレビジョン受像機器に
より映像を表示するとともに、ＡＶアンプにより音声を出力するという使用形態が想定さ
れる。この場合、テレビジョン受像機器における映像処理時間とＡＶアンプにおける音声
処理時間とが異なることにより、映像と音声との間に時間のずれが生じるという問題があ
る。この問題に対して、例えば、ＨＤＭＩ規格において映像処理に要する処理時間をテレ
ビジョン受像機器からＡＶアンプに提供し、これに応じて音声信号の処理を遅延させるこ
とによって、再生される映像と音声との間の同期（リップシンク）を行うシステムが提案
されている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００７－２６７１１６号公報（図１）
【特許文献２】特開２００６－０３３４３６号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＡＶ機器をＨＤＭＩ規格により接続する場合、映像信号および音声信号は、ＴＭＤＳ（
Transition Minimized Differential Signaling）と呼ばれるシリアル伝送方式により伝
送される。このＴＭＤＳ伝送では、高速に伝送を行うため、伝送方向は片方向になってい
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る。したがって、機器の接続の態様によってはユーザの意図する機器から音声を出力でき
ないおそれがある。また、機器によっては自機器において独立してデジタル信号を復号で
きない場合があり、この場合には他機器に復号処理を委ねる必要が生じる。この場合にお
いても、上述のリップシンクは考慮されなければならない。
【０００５】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ＨＤＭＩ規格のように片方向伝
送を基本とするインターフェースを用いるシステムにおいて、映像信号および音声信号の
復号処理を柔軟に行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、符号化
映像信号および符号化音声信号を含むストリーム信号をストリーム生成装置から受信して
上記ストリーム信号から上記符号化映像信号と上記符号化音声信号とを分離する分離手段
と、上記符号化映像信号を復号して映像信号として映像出力装置に出力する映像信号復号
手段と、上記符号化音声信号を復号して音声信号を生成する音声信号復号手段と、上記映
像出力装置における上記映像信号の処理に要する時間を映像処理時間として取得して当該
映像処理時間に基づいて上記音声信号を遅延させた後に当該音声信号を音声出力装置に供
給する音声信号処理手段とを具備することを特徴とする再生装置またはその再生方法であ
る。これにより、ストリーム生成装置から受信したストリーム信号について、映像出力装
置における映像信号の処理に要する時間に合わせて音声信号を遅延させるという作用をも
たらす。
【０００７】
　また、この第１の側面において、上記音声信号処理手段は、上記映像出力装置との間に
接続された制御信号線路を介して上記映像処理時間を取得してもよい。この制御信号線路
は、ＨＤＭＩケーブルを構成するディスプレイデータチャンネル（ＤＤＣ）により実現し
てもよい。
【０００８】
　また、この第１の側面において、上記分離手段は、上記ストリーム生成装置との間に接
続されたデータ信号線路を介して上記ストリーム信号を受信してもよい。この場合におい
て、上記ストリーム生成装置が上記映像出力装置に含まれるとしたとき、上記音声信号処
理手段は、上記データ信号線路を介して上記映像処理時間を取得してもよい。また、この
場合において、上記データ信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよ
びホットプラグ検出ラインにより実現してもよい。
【０００９】
　また、この第１の側面において、上記音声信号復号手段が上記復号された音声信号を上
記映像出力装置に出力して、上記音声信号処理手段が上記映像出力装置から返送された音
声信号と上記音声信号復号手段によって復号された上記音声信号との時間上の差分を上記
映像処理時間として測定してもよい。これにより、映像出力装置から返送された音声信号
と復号された音声信号との時間上の差分に基づいて、復号された音声信号を遅延させると
いう作用をもたらす。この場合において、上記映像出力装置との間に接続されたデータ信
号線路を介して受信した差動信号から上記ストリーム信号を抽出する第１の受信手段と、
上記データ信号線路を介して受信した同相信号から上記返送された音声信号を抽出する第
２の受信手段とをさらに具備してもよい。これにより、ストリーム信号と音声信号を同じ
データ信号線路を介して伝送させるという作用をもたらす。また、この場合において、上
記データ信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成するリザーブラインおよびホットプラグ検
出ラインにより実現してもよい。
【００１０】
　また、本発明の第２の側面は、符号化映像信号および符号化音声信号を含むストリーム
信号を生成するストリーム信号生成手段と、他の装置との間の接続状態に関する接続情報
を管理する接続情報管理手段と、上記接続情報に基づいて上記ストリーム信号を復号する
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復号装置が接続されているか否かを判断して上記復号装置が接続されている場合には当該
復号装置に上記ストリーム信号を出力するよう切り替えるストリーム信号切替手段と、上
記復号装置によって復号された映像信号を受信して表示手段に表示させる表示制御手段と
、上記表示制御手段における上記映像信号の処理に要する時間を映像処理時間として上記
復号装置に供給する映像処理時間供給手段とを具備することを特徴とする表示装置または
その表示方法である。これにより、他の装置との間の接続状態に応じて他の復号装置に復
号処理を依頼させるという作用をもたらす。
【００１１】
　また、この第２の側面において、上記ストリーム信号から上記符号化映像信号と上記符
号化音声信号とを分離する分離手段と、上記符号化映像信号を復号して映像信号として生
成する映像信号復号手段とをさらに具備し、上記ストリーム信号切替手段は、上記復号装
置が接続されていない場合には上記分離手段に上記ストリーム信号を出力するよう切り替
え、上記表示制御手段は、上記復号装置が接続されている場合には上記復号装置によって
復号された映像信号を上記表示手段に表示させ、上記復号装置が接続されていない場合に
は上記映像信号復号手段によって復号された映像信号を上記表示手段に表示させてもよい
。これにより、表示装置における映像信号復号手段または他の復号装置の何れかに符号化
映像信号を選択的に復号させるという作用をもたらす。
【００１２】
　また、この第２の側面において、上記符号化映像信号を復号するｎ個（ｎは０以上の整
数）の映像信号復号手段をさらに備えてもよい。これにより、上記映像信号復号手段の数
より多い映像信号に相当する映像を上記表示手段に表示させるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第２の側面において、上記映像処理時間供給手段は、上記復号装置との間に
接続された制御信号線路を介して上記映像処理時間を供給してもよい。この場合において
、上記制御信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成するディスプレイデータチャンネル（Ｄ
ＤＣ）により実現してもよい。
【００１４】
　また、この第２の側面において、上記復号装置によって復号された音声信号を受信して
、上記復号装置によって復号された映像信号が表示手段に表示されるタイミングで上記映
像信号に対応する音声信号を上記復号装置に返送する音声信号返送手段をさらに具備して
もよい。これにより、表示装置における映像信号に要する時間を、復号装置において測定
させるという作用をもたらす。この場合において、上記復号装置との間に接続されたデー
タ信号線路を介して上記ストリーム信号を差動信号として上記復号装置へ送信する第１の
送信手段と、上記音声信号返送手段により返送される音声信号を同相信号として上記デー
タ信号線路に重畳して上記復号装置に送信する第２の送信手段とをさらに具備してもよい
。これにより、ストリーム信号と音声信号を同じデータ信号線路を介して伝送させるとい
う作用をもたらす。この場合において、上記データ信号線路は、ＨＤＭＩケーブルを構成
するリザーブラインおよびホットプラグ検出ラインにより実現してもよい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ＨＤＭＩ規格のように片方向伝送を基本とするインターフェースを用
いるシステムにおいて、映像信号および音声信号の復号処理を柔軟に行うことができると
いう優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。ここでは、ＨＤＭＩ
規格によるインターフェースを想定し、このインターフェースにより接続される機器間で
復号処理を依頼する仕組みについて説明する。
【００１７】
　図１は、ＨＤＭＩ規格によるインターフェースの概念構成図である。ＨＤＭＩ規格では
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、基本となる高速伝送ラインによる伝送方向を一方向に定めており、送信側の機器をソー
ス機器、受信側の機器をシンク機器と呼んでいる。この例では、ソース機器１００および
シンク機器２００がＨＤＭＩケーブル３００により接続されている。そして、ソース機器
１００には送信動作を行うトランスミッタ１０１が含まれ、シンク機器２００には受信動
作を行うレシーバ２０１が含まれている。
【００１８】
　トランスミッタ１０１とレシーバ２０１との間の伝送には、ＴＭＤＳシリアル伝送方式
が用いられる。ＨＤＭＩ規格では、映像信号および音声信号は３つのＴＭＤＳチャンネル
３１０乃至３３０を用いて伝送される。すなわち、ある垂直同期信号から次の垂直同期信
号までの区間の内、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間に
おいて、非圧縮の１画面分の画像の画素データに対応する差動信号が、ＴＭＤＳチャンネ
ル３１０乃至３３０により、シンク機器２００に向けて一方向に送信される。また、水平
帰線区間または垂直帰線区間においては、音声データ、制御データまたはその他の補助デ
ータ等に対応する差動信号が、ＴＭＤＳチャンネル３１０乃至３３０により、シンク機器
２００に向けて一方向に送信される。
【００１９】
　また、ＨＤＭＩ規格では、クロック信号がＴＭＤＳクロックチャンネル３４０により伝
送される。ＴＭＤＳチャンネル３１０乃至３３０の各々では、ＴＭＤＳクロックチャンネ
ル３４０により伝送される１クロックの間に、１０ビット分の画素データを送信すること
ができる。
【００２０】
　また、ＨＤＭＩ規格では、ディスプレイデータチャンネル（ＤＤＣ：Display Data Cha
nnel）３５０が設けられる。このディスプレイデータチャンネル３５０は、シンク機器２
００におけるＥ－ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）情報を
ソース機器が読み出すために用いられる。Ｅ－ＥＤＩＤ情報とは、シンク機器２００がデ
ィスプレイ装置である場合に、その機種、解像度、色の特性およびタイミングなどの設定
や性能に関する情報を示すものである。このＥ－ＥＤＩＤ情報は、シンク機器２００のＥ
ＤＩＤ　ＲＯＭ２０２に保持される。なお、図示していないが、ソース機器１００もシン
ク機器２００と同様に、Ｅ－ＥＤＩＤ情報を記憶し、必要に応じてそのＥ－ＥＤＩＤ情報
をシンク機器２００に送信することができる。
【００２１】
　さらに、ＨＤＭＩ規格では、ＣＥＣ（Consumer Electronics Control）ライン３６１、
リザーブライン３６２およびＨＰＤ（Hot Plug Detect）ライン３６３等が設けられる。
ＣＥＣライン３６１は、機器制御信号の双方向通信を行うためのラインである。ディスプ
レイデータチャンネル３５０が機器間を１対１に接続するのに対して、このＣＥＣライン
３６１はＨＤＭＩに接続される全機器を直接接続する。
【００２２】
　リザーブライン３６２は、ＨＤＭＩ規格上は利用されていないラインである。また、Ｈ
ＰＤライン３６３は、ＨＤＭＩのケーブルによって他の機器と接続されていること（ホッ
トプラグ）を検知するためのラインである。本発明の実施の形態では、このリザーブライ
ン３６２およびＨＰＤライン３６３を用いてイーサネット（登録商標）信号を伝送するこ
とを想定する。
【００２３】
　図２は、ＨＤＭＩ規格によるコネクタのピン配置例を示す図である。ここでは、タイプ
Ａと呼ばれるピン配置におけるピン番号３０１と信号名称３０２との対応関係が示されて
いる。
【００２４】
　ＴＭＤＳチャンネル３１０乃至３３０およびＴＭＤＳクロックチャンネル３４０は、そ
れぞれ正極、シールドおよび負極の３ピンから構成されており、１乃至３番ピンがＴＭＤ
Ｓチャンネル３３０、４乃至６番ピンがＴＭＤＳチャンネル３２０、７乃至９番ピンがＴ
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ＭＤＳチャンネル３１０、１０乃至１２番ピンがＴＭＤＳクロックチャンネル３４０にそ
れぞれ対応している。
【００２５】
　また、１３番ピンがＣＥＣライン３６１に、１４番ピンがリザーブライン３６２に、１
９番ピンがＨＰＤライン３６３に、それぞれ対応している。また、ディスプレイデータチ
ャンネル３５０は、シリアルクロック（ＳＣＬ）、シリアルデータ（ＳＤＡ）および接地
（グランド）の３ピンから構成されており、１５乃至１７番ピンがそれぞれ対応する。な
お、ディスプレイデータチャンネル３５０の接地（１７番ピン）は、ＣＥＣライン３６１
の接地と共通化されている。１８番ピンは電源供給ライン（＋５Ｖ）に対応する。
【００２６】
　図３は、本発明の実施の形態におけるソース機器１００およびシンク機器２００の内部
構成例について示す図である。ここでは、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６
３に関する構成を示している。ソース機器１００は、シンク機種検出回路１１０と、プラ
グ接続検出回路１２０と、ソース側送受信回路１４０と、イーサネット送受信回路１６０
とを備えている。また、シンク機器２００は、ソース機種検出回路２１０と、プラグ接続
伝達回路２２０と、シンク側送受信回路２５０と、イーサネット送受信回路２６０とを備
えている。
【００２７】
　リザーブライン３６２は、上述のとおりＨＤＭＩ規格上は利用されていないラインであ
るが、ここではピンの有効利用のため、接続される機器の機種を検出するために用いられ
るものとしている。すなわち、ソース機器１００におけるシンク機種検出回路１１０では
、リザーブライン３６２を介してシンク機器２００の機種を検出する。また、シンク機器
２００におけるソース機種検出回路２１０では、リザーブライン３６２を介してソース機
器１００の機種を検出する。ここにいう機種としては、例えば、ＨＤＭＩ規格を拡張して
リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３によりイーサネット信号を双方向伝送す
るようにした機種（以下、ＨＤＭＩ拡張機種という。）を想定することができる。
【００２８】
　ＨＰＤライン３６３は、上述のとおりＨＤＭＩのケーブルによって他の機器と接続され
ていることを検知するためのラインである。シンク機器２００におけるプラグ接続伝達回
路２２０は、ＨＰＤライン３６３に接続する端子を所定の電圧にバイアスすることにより
、シンク機器２００が接続されている旨を伝達する。ソース機器１００におけるプラグ接
続検出回路１２０は、ＨＰＤライン３６３に接続する端子の電位を基準電位と比較するこ
とにより、シンク機器２００の接続を検出する。
【００２９】
　このような機能を有するリザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３に対して、本
発明の実施の形態では、ソース側送受信回路１４０およびシンク側送受信回路２５０を接
続する。すなわち、ソース機器１００におけるソース側送受信回路１４０は、コンデンサ
１３１および１３２と抵抗１３３とを介してリザーブライン３６２およびＨＰＤライン３
６３に接続する。また、シンク機器２００におけるシンク側送受信回路２５０は、コンデ
ンサ２３１および２３２と抵抗２３３とを介してリザーブライン３６２およびＨＰＤライ
ン３６３に接続する。
【００３０】
　ソース側送受信回路１４０は、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３を用い
て双方向伝送されるイーサネット信号をイーサネット送受信回路１６０に接続するもので
ある。
【００３１】
　シンク側送受信回路２５０は、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３を用い
て双方向伝送されるイーサネット信号をイーサネット送受信回路２６０に接続するもので
ある。
【００３２】
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　イーサネット送受信回路１６０および２６０は、イーサネット信号を送受信する回路で
あり、例えばインターネットプロトコル（ＩＰ）に準拠した双方向通信を行うものである
。この場合、インターネットプロトコル（ＩＰ）の上位層としては、ＴＣＰ（Transmissi
on Control Protocol）やＵＤＰ（User Datagram Protocol）を用いることができる。こ
れらイーサネット送受信回路１６０および２６０は、従来技術により実現され得る。
【００３３】
　図４は、本発明の実施の形態におけるソース側送受信回路１４０およびシンク側送受信
回路２５０の一構成例を示す図である。
【００３４】
　図４（ａ）に示すように、シンク側送受信回路２５０は、増幅器５１０、５２０、５３
０および５５０と、インバータ５４１と、加算器５４２とを備えている。
【００３５】
　増幅器５１０は、イーサネット送受信回路２６０から信号線５１１および５１２を介し
て供給される信号を増幅する増幅器である。信号線５１１および５１２の信号は差動信号
になっており、増幅器５１０は差動入力により動作する。
【００３６】
　増幅器５２０は、増幅器５１０の出力を増幅する増幅器である。この増幅器５２０の出
力は差動信号になっており、リザーブライン３６２には正極の信号が、ＨＰＤライン３６
３には負極の信号がそれぞれ供給される。
【００３７】
　増幅器５３０は、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３からの信号を増幅す
る増幅器である。リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３の信号は差動信号にな
っており、増幅器５３０は差動入力により動作する。
【００３８】
　インバータ５４１は、増幅器５１０の出力を反転させる回路である。加算器５４２は、
インバータ５４１の出力と増幅器５３０の出力を加算する回路である。すなわち、インバ
ータ５４１および加算器５４２は、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３にお
ける信号からシンク機器２００の出力信号を取り除いた信号を、増幅器５５０に入力する
。
【００３９】
　増幅器５５０は、加算器５４２の出力を増幅する増幅器である。この増幅器５５０出力
は差動信号になっており、信号線５５８には正極の信号が、信号線５５９には負極の信号
がそれぞれ供給される。信号線５５８および５５９にはイーサネット送受信回路２６０が
接続されており、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３における信号からシン
ク機器２００の出力信号を取り除いた信号がイーサネット送受信回路２６０に供給される
。
【００４０】
　図４（ｂ）に示すように、ソース側送受信回路１４０は、増幅器４１０、４２０、４３
０および４５０と、インバータ４４１と、加算器４４２とを備えている。このソース側送
受信回路１４０は、シンク側送受信回路２５０と同様の構成を有しており、増幅器４１０
、４２０、４３０および４５０、インバータ４４１、および、加算器４４２は、それぞれ
増幅器５１０、５２０、５３０、５５０、インバータ５４１、および、加算器５４２と同
等である。増幅器４１０および４５０には、イーサネット送受信回路１６０が接続される
。
【００４１】
　図５は、本発明の実施の形態におけるシンク機種検出回路１１０およびソース機種検出
回路２１０の構成例を示す図である。
【００４２】
　図５（ａ）に示すように、シンク機種検出回路１１０は、抵抗１１１および１１２と、
コンデンサ１１３と、比較器１１６とを備えている。抵抗１１１は、リザーブライン３６
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２を＋５Ｖにプルアップするものである。この抵抗１１１は、ソース機器１００が特定の
機種（例えば、ＨＤＭＩ拡張機種）である場合のみ存在し、ソース機器１００が特定の機
種でない場合にはプルアップが行われない。抵抗１１２およびコンデンサ１１３は、ロー
パスフィルタを構成するものである。このローパスフィルタの出力は信号線１１４に供給
される。比較器１１６は、ローパスフィルタから信号線１１４に供給された直流電位を、
信号線１１５に与えられた基準電位と比較するものである。
【００４３】
　また、図５（ｂ）に示すように、ソース機種検出回路２１０は、抵抗２１１および２１
２と、コンデンサ２１３と、比較器２１６とを備えている。抵抗２１１は、リザーブライ
ン３６２を接地電位にプルダウンするものである。この抵抗２１１は、シンク機器２００
が特定の機種である場合のみ存在し、シンク機器２００が特定の機種でない場合にはプル
ダウンが行われない。抵抗２１２およびコンデンサ２１３は、ローパスフィルタを構成す
るものである。このローパスフィルタの出力は信号線２１５に供給される。比較器２１６
は、ローパスフィルタから信号線２１５に供給された直流電位を、信号線２１４に与えら
れた基準電位と比較するものである。
【００４４】
　シンク機器２００が特定の機種であれば抵抗２１１によるプルダウンが行われてリザー
ブライン３６２の電位が２．５Ｖとなり、シンク機器２００が特定の機種でなければ開放
されて５Ｖとなる。したがって、信号線１１５の基準電位を例えば３．７５Ｖとすれば、
信号線１１７の出力に基づいて、ソース機器１００においてシンク機器２００の機種を識
別することができる。
【００４５】
　同様に、ソース機器１００が特定の機種であれば抵抗１１１によるプルアップが行われ
てリザーブライン３６２の電位が２．５Ｖとなり、ソース機器１００が特定の機種でなけ
れば０Ｖとなる。したがって、信号線２１４の基準電位を例えば１．２５Ｖとすれば、信
号線２１７の出力に基づいて、シンク機器２００においてソース機器１００の機種を識別
することができる。
【００４６】
　これら機種検出のための信号は直流バイアス電位で伝達されるため、交流信号として伝
達されるイーサネット信号に影響を与えるものではない。
【００４７】
　図６は、本発明の実施の形態におけるプラグ接続検出回路１２０およびプラグ接続伝達
回路２２０の構成例を示す図である。
【００４８】
　図６（ａ）に示すように、プラグ接続伝達回路２２０は、チョークコイル２２１と、抵
抗２２２および２２３とを備えている。これらチョークコイル２２１、抵抗２２２および
２２３は、ＨＰＤライン３６３を例えば約４Ｖにバイアスするものである。
【００４９】
　また、図６（ｂ）に示すように、プラグ接続検出回路１２０は、抵抗１２１および１２
２と、コンデンサ１２３と、比較器１２６とを備えている。抵抗１２１は、ＨＰＤライン
３６３を接地電位にプルダウンするものである。抵抗１２２およびコンデンサ１２３は、
ローパスフィルタを構成するものである。このローパスフィルタの出力は信号線１２４に
供給される。比較器１２６は、ローパスフィルタから信号線１２４に供給された直流電位
を、信号線１２５に与えられた基準電位と比較するものである。
【００５０】
　ここで、信号線１２５に基準電位として例えば１．４Ｖを与えるものとする。ソース機
器１００がＨＰＤライン３６３に接続されていなければ、入力電位は抵抗１２１によるプ
ルダウンされることにより信号線１２４の電位は信号線１２５の基準電位よりも低くなる
。一方、ソース機器１００がＨＰＤライン３６３に接続されていれば、約４Ｖにバイアス
されるため、信号線１２４の電位は信号線１２５の基準電位よりも高くなる。したがって
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、信号線１２７の出力に基づいて、ソース機器１００においてシンク機器２００の接続の
有無を検出することができる。
【００５１】
　これらプラグ接続検出のための信号は直流バイアス電位で伝達されるため、交流信号と
して伝達されるイーサネット信号に影響を与えるものではない。
【００５２】
　次に、上述のインターフェースによってＨＤＭＩ拡張機種を接続した場合のシステム構
成例について説明する。
【００５３】
　図７は、本発明の実施の形態における再生機器７１０の構成例を示す図である。このシ
ステム構成例では、再生機器７１０とテレビジョン受像機器７２０とが上述のインターフ
ェースによって接続されており、再生機器７１０がソース機器として動作し、テレビジョ
ン受像機器７２０がシンク機器として動作する。信号線７０１はＴＭＤＳチャンネル３１
０乃至３３０に対応し、信号線７０３はディスプレイデータチャンネル３５０に対応し、
信号線７０８はリザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３に対応する。また、再生
機器７１０には、アナログ信号線７０９を介してスピーカ７５０が接続されている。
【００５４】
　再生機器７１０は、記録媒体に記録されている映像信号および音声信号を再生するプレ
ーヤ部７３０と、音声信号を増幅するアンプ部７４０とから構成される。プレーヤ部７３
０は、記録媒体アクセス部７１１と、入力選択部７１２と、トランスポート信号処理部７
１３と、映像信号復号部７１４と、音声信号復号部７１５とを備えている。また、アンプ
部７４０は、遅延情報取得部７１６と、音声信号遅延部７１７とを備えている。
【００５５】
　記録媒体アクセス部７１１は、記録媒体から映像信号および音声信号を含む信号を読み
出すものである。ここでは、記録媒体としてブルーレイディスク（Blu-ray Disc（登録商
標）：ＢＤ）を想定する。ブルーレイディスクにはＭＰＥＧ（Moving Picture Expert Gr
oup）－２のトランスポートストリーム（ＴＳ：Transport Stream）方式による信号（ト
ランスポート信号）が記録されており、記録媒体アクセス部７１１はこのトランスポート
信号を読み出して入力選択部７１２に供給する。
【００５６】
　入力選択部７１２は、テレビジョン受像機器７２０から信号線７０８を介して供給され
たトランスポート信号と記録媒体アクセス部７１１から供給されたトランスポート信号と
のうち、何れか一方を選択してトランスポート信号処理部７１３に供給するものである。
【００５７】
　トランスポート信号処理部７１３は、入力選択部７１２によって供給されたトランスポ
ート信号から、符号化映像信号および符号化音声信号を分離するものである。ＭＰＥＧ－
２のトランスポートストリーム方式では、映像信号や音声信号などが符号化されてＴＳパ
ケットとして伝送される。すなわち、トランスポート信号処理部７１３は、ＴＳパケット
から映像信号および音声信号のそれぞれの符号化されたエレメンタリーストリーム（ＥＳ
：Elementary Stream）を生成する。
【００５８】
　映像信号復号部７１４は、トランスポート信号処理部７１３によって分離された符号化
映像信号を復号するデコーダである。この映像信号復号部７１４によって復号された映像
信号は、信号線７０１を介してテレビジョン受像機器７２０に伝送される。
【００５９】
　音声信号復号部７１５は、トランスポート信号処理部７１３によって分離された符号化
音声信号を復号するデコーダである。この音声信号復号部７１５によって復号された音声
信号は、音声信号遅延部７１７に供給される。
【００６０】
　遅延情報取得部７１６は、テレビジョン受像機器７２０において映像信号の処理に要す
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る時間（映像処理時間）を、テレビジョン受像機器７２０から信号線７０３を介して、遅
延情報として取得するものである。ＨＤＭＩ規格では、映像信号や音声信号の処理に要す
る時間は、Ｅ－ＥＤＩＤ（Enhanced Extended Display Identification Data）データ構
造の一部としてシンク機器に保持され、ディスプレイデータチャンネル（ＤＤＣ）を介し
てシンク機器からソース機器に供給される。但し、他の実施の形態として、イーサネット
信号の伝送路（リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３）を用いて映像処理時間
を取得してもよい。
【００６１】
　音声信号遅延部７１７は、遅延情報取得部７１６によって取得された遅延情報（映像処
理時間）に基づいて、音声信号復号部７１５から供給された音声信号を遅延させるもので
ある。この遅延された音声信号は、アナログ信号として増幅されて、アナログ信号線７０
９を介してスピーカ７５０に出力される。
【００６２】
　スピーカ７５０は、音声信号遅延部７１７から出力された音声信号を音声として出力す
る。
【００６３】
　図８は、本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の構成例を示す図で
ある。再生機器７１０とテレビジョン受像機器７２０との間の接続関係は、図７の例と同
様である。但し、ＣＥＣライン３６１に対応する信号線７０４が加えられている。テレビ
ジョン受像機器７２０は、遅延情報保持部７２１と、接続機器情報管理部７２２と、チュ
ーナ７２３と、トランスポート信号切替部７２４と、トランスポート信号処理部７２５と
、映像信号復号部７２６と、表示制御部７２７と、表示部７２８とを備える。
【００６４】
　遅延情報保持部７２１は、テレビジョン受像機器７２０の特性情報の一つとして、テレ
ビジョン受像機器７２０において映像信号や音声信号の処理に要する時間を保持するもの
である。この遅延情報保持部７２１は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasabl
e and Programmable Read Only Memory）により実現される。ＨＤＭＩ規格では、映像信
号や音声信号の処理に要する時間は、上述のように、Ｅ－ＥＤＩＤデータ構造の一部とし
てシンク機器に保持され、ディスプレイデータチャンネル（ＤＤＣ）を介してシンク機器
からソース機器に供給される。但し、他の実施の形態として、イーサネット信号の伝送路
（リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３）を用いて映像処理時間を伝送しても
よい。
【００６５】
　接続機器情報管理部７２２は、テレビジョン受像機器７２０に直接的または間接的に接
続されてＡＶシステムを構成する各機器に関する情報を管理するものである。各機器に関
する情報とは、例えば、特定の符号化信号を復号するデコーダを有しているか否かなどの
情報が想定される。この例では、信号線７０４を介して再生機器７１０と接続して、再生
機器７１０に関する情報を取得するものとしている。ＨＤＭＩ規格では、ＣＥＣライン３
６１を介して他の機器の存在が検出され、各機器における管理が行われる。
【００６６】
　チューナ７２３は、放送信号を受信して選局するものである。デジタル放送の場合、Ｍ
ＰＥＧ－２のトランスポートストリーム（ＴＳ）方式による信号（トランスポート信号）
が放送信号として取得されるのが一般的である。
【００６７】
　トランスポート信号切替部７２４は、チューナ７２３によって取得されたトランスポー
ト信号を、トランスポート信号処理部７２５または再生機器７１０の何れか一方に切り替
えて出力するものである。この切替えを行う際、トランスポート信号切替部７２４は、接
続機器情報管理部７２２において管理される情報に基づいて何れに出力するかを判断する
ことができる。例えば、放送信号を復号するデコーダが他の機器において利用可能であれ
ば、その機器に復号処理を依頼するようにしてもよい。また、この切替えについては、接
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続機器情報管理部７２２において管理される情報に基づいて自動的に行う他、ユーザから
指示に基づいて何れかの機器に復号させるようにしてもよい。
【００６８】
　トランスポート信号処理部７２５は、トランスポート信号切替部７２４によって出力さ
れたトランスポート信号から、符号化映像信号および符号化音声信号を分離するものであ
る。このトランスポート信号処理部７２５の処理内容はトランスポート信号処理部７１３
と同様である。
【００６９】
　映像信号復号部７２６は、トランスポート信号処理部７２５によって分離された符号化
映像信号を復号するデコーダである。この映像信号復号部７２６の処理内容は映像信号復
号部７１４と同様である。
【００７０】
　表示制御部７２７は、映像信号復号部７２６によって復号された映像信号または再生機
器７１０によって復号された映像信号の何れか一方を選択して、表示部７２８に表示させ
るよう出力するものである。この選択の際、表示制御部７２７は、接続機器情報管理部７
２２において管理される情報に基づいて何れを選択するかを判断することができる。例え
ば、放送信号を復号するデコーダが他の機器において利用可能であれば、その機器によっ
て復号された映像信号を選択するようにしてもよい。また、この選択については、接続機
器情報管理部７２２において管理される情報に基づいて自動的に行う他、ユーザから指示
に基づいて何れかの機器によって復号された映像信号を選択させるようにしてもよい。
【００７１】
　表示部７２８は、表示制御部７２７から出力された映像信号を表示するものであり、例
えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などにより実現される。
【００７２】
　図９は、本発明の実施の形態における遅延情報保持部７２１に保持されるデータ構造の
一例を示す図である。このデータ構造は、ＨＤＭＩ規格のＶＳＤＢ（Vendor-Specific Da
ta Block）を想定したものであり、ベンダー用タグコードと、ブロック長と、ライセンサ
ー識別子と、物理アドレスと、拡張情報と、ビデオ遅延量と、オーディオ遅延量と、イン
ターレース時ビデオ遅延量と、インターレース時オーディオ遅延量とが含まれている。
【００７３】
　ベンダー用タグコードは、このデータ構造を示す番号を保持する３ビットの領域であり
、「３」を示す。ブロック長は、このデータ構造のバイト数（Ｎ）を保持する５ビットの
領域である。ライセンサー識別子は、ＨＤＭＩ規格の組織に付与された識別子を保持する
３バイトの領域である。物理アドレスは、ＣＥＣライン３６１により用いられるソース機
器の物理アドレスを保持する２バイトの領域である。拡張情報は、拡張機能のサポートに
関する情報を保持する３バイトの領域である。なお、この拡張情報には、以下の遅延量の
有効ビットが含まれる。
【００７４】
　ビデオ遅延量は、映像信号がプログレッシブ形式である場合に、テレビジョン受像機器
７２０において映像信号を受けてから実際に映像が表示されるまでに要する時間（映像処
理時間）を保持する１バイトの領域である。オーディオ遅延量は、映像信号がプログレッ
シブ形式である場合に、その映像信号に対応する音声信号をテレビジョン受像機器７２０
において受けてから実際に音声が出力されるまでに要する時間を保持する１バイトの領域
である。インターレース時ビデオ遅延量は、映像信号がインターレース形式である場合に
、テレビジョン受像機器７２０において映像信号を受けてから実際に映像が表示されるま
でに要する時間を保持する１バイトの領域である。インターレース時オーディオ遅延量は
、映像信号がインターレース形式である場合に、その映像信号に対応する音声信号をテレ
ビジョン受像機器７２０において受けてから実際に音声が出力されるまでに要する時間を
保持する１バイトの領域である。
【００７５】
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　なお、インターレース時オーディオ遅延量に続く領域は予約領域であり、ブロック長（
Ｎバイト）まではこのデータ構造の領域である。
【００７６】
　ソース機器である再生機器７１０は、遅延情報取得部７１６によって、このデータ構造
におけるビデオ遅延量またはインターレース時ビデオ遅延量を遅延情報として取得する。
すなわち、映像信号がプログレッシブ形式である場合にはビデオ遅延量が遅延情報となり
、映像信号がインターレース形式である場合にはインターレース時ビデオ遅延量が遅延情
報となる。音声信号遅延部７１７は、このように取得された遅延情報から、再生機器７１
０における音声信号の処理時間（音声処理時間）を差し引いた時間分、音声信号復号部７
１５から供給された音声信号を遅延させる。これにより、テレビジョン受像機器７２０に
おいて表示される映像とスピーカ７５０から出力される音声とが同期して、リップシンク
が担保される。
【００７７】
　図１０は、本発明の実施の形態における再生機器７１０の処理手順の一例を示す図であ
る。同図において、右側がプレーヤ部７３０における処理手順であり、左側がアンプ部７
４０における処理手順である。ここでは、入力選択部７１２において、テレビジョン受像
機器７２０から出力されたトランスポート信号が選択される場合を想定している。
【００７８】
　トランスポート信号処理部７１３は、テレビジョン受像機器７２０から出力されたトラ
ンスポート信号を、入力選択部７１２を介して受信すると（ステップＳ９１１）、そのト
ランスポート信号から映像信号と音声信号とを分離する（ステップＳ９１２）。映像信号
復号部７１４は、分離された映像信号を復号してテレビジョン受像機器７２０に伝送する
（ステップＳ９１３）。また、音声信号復号部７１５は分離された音声信号を復号して音
声信号遅延部７１７に供給する（ステップＳ９１４）。
【００７９】
　遅延情報取得部７１６は、信号線７０３（ＤＤＣ）を介してテレビジョン受像機器７２
０の遅延情報を受信する（ステップＳ９２１）。音声信号遅延部７１７は、取得された遅
延情報から、再生機器７１０における音声処理時間を差し引いた時間を遅延量として算出
する（ステップＳ９２３）。そして、音声信号遅延部７１７は、音声信号復号部７１５か
ら供給された音声信号を受けて（ステップＳ９２４）、遅延量に従って音声信号を遅延さ
せて（ステップＳ９２５）、スピーカ７５０に出力する（ステップＳ９２６）。
【００８０】
　図１１は、本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の処理手順の一例
を示す図である。
【００８１】
　チューナ７２３がトランスポート信号を含む放送信号を選局すると（ステップＳ９３１
）、トランスポート信号切替部７２４は、そのトランスポート信号をテレビジョン受像機
器７２０内で復号すべきか否かを判断する（ステップＳ９３２）。その際、トランスポー
ト信号切替部７２４は、接続機器情報管理部７２２において管理される情報に基づいて判
断してもよく、また、ユーザからの指示に従ってもよい。
【００８２】
　テレビジョン受像機器７２０内で復号すると判断された場合（ステップＳ９３２）、ト
ランスポート信号処理部７２５によってトランスポート信号から映像信号が分離され、そ
の分離された映像信号が映像信号復号部７２６によって復号される（ステップＳ９３３）
。
【００８３】
　一方、再生機器７１０に復号依頼をすると判断された場合（ステップＳ９３２）、トラ
ンスポート信号切替部７２４は、放送信号に含まれるトランスポート信号を再生機器７１
０に信号線７０８を介して出力する（ステップＳ９３６）。これに先立って、遅延情報保
持部７２１に保持された遅延情報が信号線７０３（ＤＤＣ）を介して再生機器７１０にあ
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らかじめ出力されているものとする（ステップＳ９３４）。表示制御部７２７は、再生機
器７１０によって復号された映像信号を受信する（ステップＳ９３７）。
【００８４】
　表示制御部７２７は、映像信号復号部７２６によって復号された映像信号または再生機
器７１０によって復号された映像信号の何れか一方を選択して、表示部７２８に表示させ
る（ステップＳ９３８）。
【００８５】
　なお、上述の例では遅延情報を伝送する際、ＨＤＭＩ規格のディスプレイデータチャン
ネル３５０を用いることを想定したが、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３
を用いたイーサネット信号として遅延情報を伝送するようにしてもよい。
【００８６】
　次に、上述のインターフェースによってＨＤＭＩ拡張機種を接続した場合の他のシステ
ム構成例について説明する。
【００８７】
　図１２は、本発明の実施の形態における他のシステム構成例を示す図である。この構成
例では、ＰＶＲ（Personal Video Recorder：ハードディスクドライブレコーダ）８１０
と、ＳＴＢ（セットトップボックス）８２０と、Ｄ－ＶＨＳ（Data Video Home System）
再生機器８３０と、ＡＶアンプ８４０と、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）再生機器８
６０と、テレビジョン受像機器８７０とが上述のインターフェースにより接続されている
。この図において、矢印の元がソース機器を示し、矢印の先がシンク機器を示している。
また、ＡＶアンプ８４０にはスピーカ８５０がアナログ信号線により接続されている。
【００８８】
　通常のＨＤＭＩケーブルの場合、映像信号および音声信号はソース機器からシンク機器
に対して伝送されるため、この接続例ではＤＶＤ再生機器８６０によって再生された信号
をテレビジョン受像機器８７０から出力することは可能であるが、音声信号をスピーカ８
５０から出力することはできない。これに対して、図３乃至６において説明したインター
フェースによれば、双方向に信号を伝送することができるため、テレビジョン受像機器８
７０からＡＶアンプ８４０に向けて音声信号を伝送することができる。
【００８９】
　図１３は、本発明の実施の形態における他のシステム構成例による音声信号の経路を示
す図である。
【００９０】
　この例では、ＳＴＢ８２０に復号を依頼し、スピーカ８５０から音声を出力することを
想定する。ＤＶＤ再生機器８６０によってＤＶＤから読み出された符号化映像信号および
符号化音声信号は、イーサネット信号としてリザーブライン３６２およびＨＰＤライン３
６３によりＳＴＢ８２０に伝送される。
【００９１】
　ＳＴＢ８２０は、図７により説明したプレーヤ部７３０と同様の構成により、符号化映
像信号および符号化音声信号を復号する。ＳＴＢ８２０において復号された映像信号およ
び音声信号は、ＴＭＤＳチャンネル３１０乃至３３０によりＡＶアンプ８４０に伝送され
る。
【００９２】
　ＡＶアンプ８４０は、映像信号をＴＭＤＳチャンネル３１０乃至３３０によりテレビジ
ョン受像機器８７０へ伝送するとともに、図７により説明したアンプ部７４０と同様の構
成により音声信号を遅延させてスピーカ８５０に出力する。
【００９３】
　このように、本発明の実施の形態によれば、ＨＤＭＩ規格のように片方向伝送を基本と
するインターフェースを用いるシステムにおいて、機器の接続態様に関わらず柔軟な再生
を行うことができる。また、その際、再生される映像と音声との間の同期（リップシンク
）を担保することができる。
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【００９４】
　また、本発明の実施の形態によれば、復号処理を他の機器に依頼することができるため
、自機器におけるデコーダの数やバージョンの制約を受けることなく柔軟な再生を行うこ
とができる。例えば、テレビジョン受像機器８７０におけるデコーダの数が１つの場合で
も、一つの放送信号については自機器において復号し、もう一つの放送信号については他
の機器に復号を依頼することにより、図１４の画面６００のように複数の放送の画面表示
６１０および６２０を行うことができる。すなわち、映像復号部および音声復号部の数を
ｎ（ｎは０以上の整数）とした場合、ｎより多い映像または音声を出力することができる
。
【００９５】
　次に、本発明の実施の形態における変形例について説明する。
【００９６】
　図１５は、本発明の実施の形態におけるソース機器１００およびシンク機器２００の内
部構成の変形例について示す図である。ここでは、図３と同様に、リザーブライン３６２
およびＨＰＤライン３６３に関する構成を示している。図３の構成例と比べて、ソース機
器１００にＳＰＤＩＦ（Sony Philips Digital InterFace）受信回路１７０を備え、シン
ク機器２００にＳＰＤＩＦ送信回路２７０を備えている。
【００９７】
　ＳＰＤＩＦ受信回路１７０およびＳＰＤＩＦ送信回路２７０は、ＳＰＤＩＦ規格に準拠
した単一方向通信を行うものである。ここで、ＳＰＤＩＦ規格とは、デジタルオーディオ
信号をリアルタイムに伝送するためのインターフェース規格であり、ＩＥＣ（Internatio
nal Electrotechnical Commission：国際電気標準会議）において「IEC 60958」として規
格化されている。このＳＰＤＩＦ規格において伝送されるＳＰＤＩＦ信号は、バイフェー
ズマーク変調されるため、その信号中にクロック成分を含んでいる。なお、これらＳＰＤ
ＩＦ受信回路１７０およびＳＰＤＩＦ送信回路２７０は、従来技術により実現される。
【００９８】
　図１６は、本発明の実施の形態におけるソース側送受信回路１４０およびシンク側送受
信回路２５０の構成の変形例を示す図である。
【００９９】
　図１６（ａ）に示すように、シンク側送受信回路２５０は、増幅器５１０、５２０、５
３０および５５０と、インバータ５４１と、加算器５４２、５７１および５７２とを備え
ている。すなわち、図４（ａ）の構成例と比べて、加算器５７１および５７２が追加され
た構成となっている。
【０１００】
　加算器５７１は、ＳＰＤＩＦ送信回路２７０から信号線５６１を介して供給される信号
と増幅器５２０の正極出力とを加算する回路である。加算器５７２は、加算器５７１は、
ＳＰＤＩＦ送信回路２７０から信号線５６１を介して供給される信号と増幅器５２０の負
極出力とを加算する回路である。
【０１０１】
　すなわち、増幅器５５０から出力されるイーサネット信号が差動信号であるのに対して
、加算器５７１および５７２により重畳されるＳＰＤＩＦ信号は同相信号である。これに
より、イーサネット信号およびＳＰＤＩＦ信号の両者は、同じ一対の信号線（リザーブラ
イン３６２およびＨＰＤライン３６３）によって伝送することが可能となる。
【０１０２】
　図１６（ｂ）に示すように、ソース側送受信回路１４０は、増幅器４１０、４２０、４
３０および４５０と、インバータ４４１と、加算器４４２および４６０とを備えている。
すなわち、図４（ｂ）の構成例と比べて、加算器４６０が追加された構成となっている。
【０１０３】
　加算器４６０は、増幅器４２０の出力の正極の信号と負極の信号とを加算する回路であ
る。すなわち、リザーブライン３６２およびＨＰＤライン３６３によって伝送された信号
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のうち、差動信号がイーサネット信号として増幅器４３０によって抽出され、同相信号が
ＳＰＤＩＦ信号として加算器４６０によって抽出されるようになっている。この加算器４
６０の出力は、ＳＰＤＩＦ受信回路１７０に供給される。
【０１０４】
　図１７は、本発明の実施の形態における再生機器７１０の構成の変形例を示す図である
。この変形例では、図７の構成例に加えて、ＳＰＤＩＦ信号を伝送する信号線７０７およ
び音声信号を伝送する信号線７０２が追加されている。但し、上述のように、ＳＰＤＩＦ
信号はイーサネット信号と重畳されて同じ一対の信号線（リザーブライン３６２およびＨ
ＰＤライン３６３）によって伝送可能であるため、ケーブルを物理的に追加することなく
実現することができる。また、信号線７０２は、信号線７０１とともにＴＭＤＳチャンネ
ル３１０乃至３３０により実現されるため、ケーブルを物理的に追加することなく実現す
ることができる。
【０１０５】
　この変形例では、図７の遅延情報取得部７１６に代えて、遅延時間測定部７１８を備え
ている。そして、音声信号復号部７１５から出力された音声信号を遅延時間測定部７１８
に供給するとともに、信号線７０２を介してテレビジョン受像機器７２０にも供給してお
く。遅延時間測定部７１８は、テレビジョン受像機器７２０から信号線７０７を介して返
送された音声信号と音声信号復号部７１５から出力された音声信号との間の時間上の差分
（ずれ）を映像処理時間として測定する。
【０１０６】
　この場合、遅延時間測定部７１８は、テレビジョン受像機器７２０から返送された音声
信号と音声信号復号部７１５から出力された音声信号との間の相互相関により映像処理時
間を求めることができる。また、音声信号として特定のパターンを有する測定用の信号を
送って、その測定用信号に対する応答をテレビジョン受像機器７２０から遅延時間測定部
７１８に返送することにより、その応答時間を映像処理時間として求めてもよい。
【０１０７】
　図１８は、本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の構成の変形例を
示す図である。再生機器７１０とテレビジョン受像機器７２０との間の接続関係は、図１
７の例と同様である。但し、ＣＥＣライン３６１に対応する信号線７０４が加えられてい
る。
【０１０８】
　この変形例では、図８の遅延情報保持部７２１に代えて、音声信号返送部７２９を備え
ている。音声信号返送部７２９は、再生機器７１０において復号された映像信号が表示部
７２８に表示されるタイミングで、その映像信号に時間的に対応する音声信号を、信号線
７０７を介して再生機器７１０に返送するものである。映像信号が表示部７２８に表示さ
れるタイミングは、表示制御部７２７から音声信号返送部７２９に通知される。
【０１０９】
　図１９は、本発明の実施の形態における再生機器７１０の処理手順の変形例を示す図で
ある。同図において、右側が図１７のプレーヤ部７３０における処理手順であり、左側が
図１７のアンプ部７４０における処理手順である。したがって、同図右側の処理手順は、
図１０の右側の処理手順と同じになっている。但し、ステップＳ９１４において復号され
た音声信号がテレビジョン受像機器７２０に伝送される点は異なっている。
【０１１０】
　遅延時間測定部７１８は、信号線７０７を介してテレビジョン受像機器７２０から返送
された音声信号を受信して（ステップＳ９４１）、返送された音声信号と音声信号復号部
７１５から出力された音声信号との間の時間上の差分を遅延時間（映像処理時間）として
測定する（ステップＳ９４２）。音声信号遅延部７１７は、取得された遅延時間から、再
生機器７１０における音声処理時間を差し引いた時間を遅延量として算出する（ステップ
Ｓ９４３）。そして、音声信号遅延部７１７は、音声信号復号部７１５から供給された音
声信号を受けて（ステップＳ９４４）、遅延量に従って音声信号を遅延させて（ステップ



(17) JP 5050807 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

Ｓ９４５）、スピーカ７５０に出力する（ステップＳ９４６）。
【０１１１】
　図２０は、本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の処理手順の変形
例を示す図である。同図は、図１８の構成例を想定したものである。
【０１１２】
　チューナ７２３がトランスポート信号を含む放送信号を選局すると（ステップＳ９５１
）、トランスポート信号切替部７２４は、そのトランスポート信号をテレビジョン受像機
器７２０内で復号すべきか否かを判断する（ステップＳ９５２）。テレビジョン受像機器
７２０内で復号すると判断された場合、トランスポート信号処理部７２５によってトラン
スポート信号から映像信号が分離され、その分離された映像信号が映像信号復号部７２６
によって復号される（ステップＳ９５３）。これらの処理は図１１と同様である。
【０１１３】
　一方、再生機器７１０に復号依頼をすると判断された場合（ステップＳ９５２）、トラ
ンスポート信号切替部７２４は、放送信号に含まれるトランスポート信号を再生機器７１
０に信号線７０８を介して出力する（ステップＳ９５６）。これに先立って、音声信号返
送部７２９は、再生機器７１０から信号線７０２を介して音声信号を受信して（ステップ
Ｓ９５４）、再生機器７１０において復号された映像信号が表示部７２８に表示されるタ
イミングで、その映像信号に時間的に対応する音声信号を、信号線７０７を介して再生機
器７１０に返送しているものとする（ステップＳ９５５）。表示制御部７２７は、再生機
器７１０によって復号された映像信号を受信する（ステップＳ９５７）。
【０１１４】
　この変形例によれば、テレビジョン受像機器７２０において遅延情報を保持しておくこ
となく、実際に遅延時間を測定することにより、再生される映像と音声との間の同期を担
保することができる。
【０１１５】
　なお、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、以下
に示すように特許請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これ
に限定されるものではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すこと
ができる。
【０１２５】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２６】
【図１】ＨＤＭＩ規格によるインターフェースの概念構成図である。
【図２】ＨＤＭＩ規格によるコネクタのピン配置例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態におけるソース機器１００およびシンク機器２００の内部構
成例について示す図である。
【図４】本発明の実施の形態におけるソース側送受信回路１４０およびシンク側送受信回
路２５０の一構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態におけるシンク機種検出回路１１０およびソース機種検出回
路２１０の構成例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態におけるプラグ接続検出回路１２０およびプラグ接続伝達回
路２２０の構成例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における再生機器７１０の構成例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の構成例を示す図であ
る。
【図９】本発明の実施の形態における遅延情報保持部７２１に保持されるデータ構造の一
例を示す図である。
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【図１０】本発明の実施の形態における再生機器７１０の処理手順の一例を示す図である
。
【図１１】本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の処理手順の一例を
示す図である。
【図１２】本発明の実施の形態における他のシステム構成例を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態における他のシステム構成例による音声信号の経路を示す
図である。
【図１４】本発明の実施の形態における画面表示例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態におけるソース機器１００およびシンク機器２００の内部
構成の変形例について示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態におけるソース側送受信回路１４０およびシンク側送受信
回路２５０の構成の変形例を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態における再生機器７１０の構成の変形例を示す図である。
【図１８】本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の構成の変形例を示
す図である。
【図１９】本発明の実施の形態における再生機器７１０の処理手順の変形例を示す図であ
る。
【図２０】本発明の実施の形態におけるテレビジョン受像機器７２０の処理手順の変形例
を示す図である。
【符号の説明】
【０１２７】
　１００　ソース機器
　１１０　シンク機種検出回路
　１２０　プラグ接続検出回路
　１４０　ソース側送受信回路
　１６０　イーサネット送受信回路
　１７０　ＳＰＤＩＦ受信回路
　２００　シンク機器
　２１０　ソース機種検出回路
　２２０　プラグ接続伝達回路
　２５０　シンク側送受信回路
　２６０　イーサネット送受信回路
　２７０　ＳＰＤＩＦ送信回路
　３００　ＨＤＭＩケーブル
　３１０、３２０、３３０　ＴＭＤＳチャンネル
　３４０　ＴＭＤＳクロックチャンネル
　３５０　ディスプレイデータチャンネル（ＤＤＣ）
　３６１　ＣＥＣライン
　３６２　リザーブライン
　３６３　ＨＰＤライン
　７１０　再生機器
　７１１　記録媒体アクセス部
　７１２　入力選択部
　７１３、７２５　トランスポート信号処理部
　７１４、７２６　映像信号復号部
　７１５　音声信号復号部
　７１６　遅延情報取得部
　７１７　音声信号遅延部
　７１８　遅延時間測定部
　７２０、８７０　テレビジョン受像機器
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　７２１　遅延情報保持部
　７２２　接続機器情報管理部
　７２３　チューナ
　７２４　トランスポート信号切替部
　７２７　表示制御部
　７２８　表示部
　７２９　音声信号返送部
　７３０　プレーヤ部
　７４０　アンプ部
　７５０、８５０　スピーカ
　８１０　ＰＶＲ（ハードディスクドライブレコーダ）
　８２０　ＳＴＢ（セットトップボックス）
　８３０　Ｄ－ＶＨＳ再生機器
　８４０　ＡＶアンプ
　８６０　ＤＶＤ再生機器

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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